
　組合員や被扶養者の医療費の自己負担が一定額を超える場合、診療報酬明
細書（レセプト）に基づき附加給付を支給していますが、市町村の条例等に
基づく医療費助成に該当した場合は、二重の給付となってしまうため、附加
給付は支給していません。
　当組合では医療費助成の該当の有無が把握できないため、以下の医療費助
成に該当したときまたは非該当になったときは、「公費負担受給報告書」を
速やかに所属所の共済事務担当課に提出してください。

●妊産婦医療費助成
●ひとり親家庭医療費助成
●重度心身障がい者医療費助成
●その他市町村の条例による
　医療費助成

●こども医療費助成（所得
制限で非該当となった場
合は届出が必要です）

●  指定難病・小児慢性疾患
の医療費助成

●自立支援医療費助成

報告書の提出が 報告書の提出はです です必要 不要

市町村の医療費助成を受けていませんか？

保健課　☎028-615-7816上記記事に関するお問い合わせは

冬季レジャー契約施設のご案内
次の冬季レジャー施設は、割引料金でリフト券が購入できます。

会津高原たかつえスキー場 福島県南会津郡南会津町高杖原535 0241-78-3099

会津高原だいくらスキー場 福島県南会津郡南会津町針生字昼滝山857-150 0241-64-2121

丸沼高原スキー場 群馬県利根郡片品村東小川4658-58 0278-58-2211

グランデコスノーリゾート 福島県耶麻郡北塩原村桧原荒砂沢山1082 0241-32-2530

ハンターマウンテン塩原 栃木県那須塩原市湯本塩原字前黒 0287-32-4580

こちらの二次元コードを読み取ってください。 令和7年11月29日（土）から販売開始

　リフト券購入時に組合員証（被扶養者証）、「資格確認書」、「資格情報のお知らせ」、
「資格情報通知書」またはスマートフォンに表示されたマイナポータルの資格情報
画面のうち、いずれかをご提示ください。
　なお、組合員証（被扶養者証）は令和 7年 12月 2日からは使用できなくなりま
すのでご注意ください。

　次の施設は専用HPから割引リフト券が購入できます。

「組合員証（被扶養者証）」等の提示

専用HPからの申込み

による割引

による割引

令和
7年度
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